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参考資料４ 

４章 問題点とその原因・要因の考察 

 

1.基本的な考え方と再生目標 

（１）基本的な考え方 

有明海及び八代海においては、閉鎖性海域という条件の下、漁業、干拓、防災、

海上交通等のための開発が継続的に行われてきたことから、両海域は、自然環境自

体の長期的変化とともに、人為的な働きかけを受けつつ、その海域環境や生態系を

変遷させて今日に至ったものと考えられる。 

両海域が抱える諸問題の原因・要因を可能な限り的確に把握した上で、国や地方

公共団体等の関係行政機関のみならず、有識者、教育・研究機関やＮＰＯ、漁業者、

企業等の多様な主体が両海域の再生に取組むことが望ましい。 

こうした原因・要因の考察については、その特定自体は目的ではなく、有明海及

び八代海の再生に向けた措置に資するとの観点から、評価委員会としての見解を示

すものである。 

なお、今回の検討では、1970年頃の有明海及び八代海の環境は生物・水産資源が

豊かだったと言われることを踏まえ、基本として 1970年頃から現在までの有明海、

八代海等の変化及びその原因・要因を対象とする。 

 

（２）有明海・八代海等の海域全体に係る再生目標（全体目標） 

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（平成 14 年法律第

120 号）においては、有明海及び八代海等が、国民にとって貴重な自然環境及び水

産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべき

ものであることに鑑み、海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに

当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施を促進する等特

別の措置を講ずることにより、豊かな海として再生することを目的としており、こ

の目的と前章で整理した環境等の変化も勘案して、有明海・八代海等の海域全体に

おいて目指すべき再生目標（全体目標）を次のとおりとする。 
 

○希有な生態系、生物多様性及び水質浄化機能の保全・回復 

有明海、八代海等は、他の海域ではみられない希有な生態系を有しており、高

い生物多様性及び豊かな生物生産性を有している。広大な干潟や浅海域は、有明

海、八代海等を特徴付ける生物種をはじめとする希有な生態系、生物多様性の基

盤となるとともに、水質浄化機能を有している。このような生態系、生物多様性

及び水質浄化機能を、後世に引き継ぐべき自然環境として保全・回復を図る。 
 

○二枚貝等の生息環境の保全・回復と持続的な水産資源の確保 

有明海、八代海等を水産資源の宝庫として後世に引き継ぐためには、海域環境

の特性を踏まえた上で、底生生物の生息環境を保全・再生し、二枚貝等の生産性

の回復をはじめとする底生生態系の再生を図り、ノリ養殖、二枚貝及び魚類等（養

殖を含む）の多種多様な水産資源等の持続的・安定的な確保を図る。 

  

これらの目標は、独立しているものではなく、希有な生態系、生物多様性の保全・

再生、水産資源等の回復及び持続的かつ安定的な確保は、共に達成されるべきもの

である。 
 


